
令和 5 年度 第１回市川市住居表示審議会 

 

日 時：令和 6年 1月 24日（水）10:00～ 

場 所：市川市役所 第 1庁舎 6階 

理事者控室 

 

会 議 次 第 

1 開 会 

委嘱状交付 

 

2 議 事 

(1) 会長及び副会長の互選  

(2) 大野ブロックの住居表示実施に向けて 

 

3 閉 会 
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委 員 名 簿 

 

審議会等の名称：市川市住居表示審議会 

※令和５年１１月１日現在 

 

【所管課】 

 総務部 総務課（内線：１１５４５） 

 

氏  名 所 属 ・ 役 職 選出区分 

朽木
く つ き

 量
りょう

 千葉商科大学 政策情報学部教授 

学識経験のある者 石井
い し い

 有子
ゆ う こ

 千葉司法書士会 

阿多
あ た

 真人
ま こ と

 公益社団法人千葉県不動産鑑定士協会 

冨永
とみなが

 滋
しげる

  
市民 

田代
た し ろ

 守
まもる

  

益子
ま す こ

 浩志
ひ ろ し

 千葉地方法務局 市川支局長 

関係行政並びに公

益的機関の長が推

薦したもの 

堀
ほり

出
で

 知
ち

弘
ひろ 千葉県市川警察署 地域交通官 

田家
た や

 一浩
かずひろ

 日本郵便株式会社 市川郵便局長 

宇
う

戸谷
ど や

 友
とも

益
のり

 東京電力パワーグリッド株式会社 

京葉支社長 

油
ゆ

利
り

 賢太郎
け ん た ろ う

 東日本電信電話株式会社 

千葉事業部 企画総務部長 



【事務局職員名簿】 

 
                   令和６年１月２４日現在 
                     市川市総務部総務課 
 

◎ 市川市住居表示審議会事務局 

所属 職名 氏名（フリガナ） 備考 

総務部 
部長 蛸島 和紀（タコシマ カズノリ）  

次長 福田 雅人（フクダ マサト）  

総務課 

課長 植松 美穂子（ウエマツ ミホコ）  

副参事 小泉 茂樹（コイズミ シゲキ）  

主幹 田崎 彰（タサキ アキラ）  

主査 涌 正裕（ワク マサヒロ）  

主査 池田 哲兵（イケダ テッペイ）  

 
 



令和6年1月24日
総務部　総務課

≪凡例≫

→ 昭和58年議決区域

→ 昭和58年議決区域のうち、住居表示未実施区域

→ 昭和58年議決区域のうち、住居表示実施済区域

1

堀之内１丁目～5丁目

平成8年住居表示実施済

稲越１丁目～3丁目

令和3年住居表示実施済

南大野１丁目～3丁目

昭和61年住居表示実施済

東菅野5丁目

昭和61年住居表示実施済

平成30年住居表示審議会

からの答申による実施順

① 稲越ブロック（令和3年実施済）

② 大野ブロック

③ 北方町ブロック

→ 平成30年住居表示審議会からの答申による実施順

昭和58年議決区域の住居表示実施状況

1

2

3



総務部総務課
令和6年1月24日

大野町２丁目

大野町１丁目

大野町４丁目

南大野1丁目～3丁目

昭和61年住居表示実施済

昭和58年議決区域

（大野町）

大野町３丁目

≪凡例≫

→ 昭和58年議決区域（大野町）

→ 昭和58年議決区域のうち、住居表示未実施区域

→ 昭和58年議決区域のうち、住居表示実施済区域

→ 大野町2～3丁目のうち、未議決区域

→ 大野町4丁目区域

大野町における「住居表示を実施する区域」議決箇所



令和6年1月24日
総務部総務課

市川市全体

実施面積

実施率

56.39 k㎡

35.215 k㎡

62.4%

町名

「○○×丁目」
街区

「△番」

住居番号

「□号」

住居表示のしくみ

○○一丁目

○○

三丁目

市役所の方向

○○

二丁目

１

６

５４

３

７

８

９

１０

１１

市役所の方向

２

市役所の方向

①

⑤

⑨

⑩

⑫

⑬

1234

5

6

7

8 9 10 11

12

13

14

②

〇〇×丁目 △番 □号
「町名」 「街区」 「住居番号」

・マイナンバーカードの券面変更

・自動車運転免許証の住所

・土地・建物登記簿の所有者の住所（権利部）

・銀行、保険、携帯電話等の契約者の住所

・・・等

※一部を除き、手続きの期限は原則としてありま

せん。

〇市役所、法務局の関連

・住民票、印鑑登録、戸籍、年金、国民健康保険

・土地・建物登記簿の所在（表題部）

〇公共料金の関連

・電力やガス等の公共サービス企業の一部

・・・等

詳細は、関係各機関との協議を進めて参ります。

住居表示
による住所

・分筆合筆の影響を受けない

・実施時は1建物につき1住所

・地番と住居表示の使い分け。

・住所変更の手続が必要。

（→以下、４．に記載）

・分筆合筆で番号が変化する。
・地番と住所が一致。

・住所変更の手続が不要。

メリット デメリット

地 番
による住所

× 分かりにくい

○ 分かりやすい

昭和40年7月1日の市川・市川南から

始まり、総武線沿線や行徳地域の区画

整理地を中心として実施地域を拡大し

てきました。

直近では令和3年2月1日に、稲越にて

住居表示を実施しております。

で住所を表すもの

※住居番号は右回りに設定

※R3.2.1実施の稲越での事業を参考に作成

手続きが不要なもの 手続きが必要なもの

・並び方に規則性がない。

・並び方に規則性がある。



住居表⽰スケジュール（⼤野区域）（案）

住
⺠
説
明
会

住
居
表
⽰
実
施

⾃
治
会
説
明

市議会

町割り
町名

議
決

住居表⽰
審議会

町割り案、町名案

諮
問

審
議

答
申

令和 6年 1⽉ 24⽇
総務部 総務課

アンケート
町割り案、町名案

家
屋
・
世
帯
調
査

１年⽬ ２年⽬ ３年⽬

ex.1丁⽬〜
3丁⽬

ex.北⼤野、
中⼤野等


